
ど
が
あ
る
。

そ
の
う
ち
の
中
央
の
官
術
東
辺
部
に
あ
た
る
。
発
掘
面
積
一
四

0
0
面。

内
裏
東
官
術
・
東
方
官
術
北
地
区
（
第
七
八
次
調
査
）

7
 

奈
良
•
藤
原
宮
跡

調
査
担
当
者

遺
跡
の
種
類

遺
跡
の
年
代

奈
良
県
橿
原
市
高
殿
町
、

一
九
九
五
年
（
平
7
)

三
月
ー
七
月

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部

猪
熊
兼
勝

宮
殿
・
官
術
跡

七
世
紀
末
ー
八
世
紀
初
期

遺
跡
及
び
木
簡
出
士
遺
構
の
概
要

調
査
区
は
内
裏
の
東
方
に
位
置
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ
っ
て
、
内
裏

外
郭
の
東
に
は
南
北
に
一
二
つ
以
上
の
官
術
ブ
ロ
ッ
ク
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、

検
出
し
た
遺
構
は
①
弥
生
・
古
墳
時
代
、
②
七
世
紀
し
藤
原
宮
直
前
期
、
③

藤
原
宮
期
に
大
別
さ
れ
、
③
は
さ
ら
に
前
後
―
一
時
期
に
分
け
ら
れ
る
。
③
の
時

期
の
遺
構
は
掘
立
柱
建
物
六
棟
、
掘
立
柱
塀
一
―
一
条
、
土
坑
四
基
、
石
敷
一
面
な

木
簡
は
、
③
の
藤
原
宮
前
半
期
に
属
す
る
士
坑

s
k八
五
四
五
の
埋
土
か
ら

二
点
出
士
し
た
。

s
k八
五
四
五
は
官
術
ブ
ロ
ソ
ク
の
東
辺
に
位
置
し
、

6
 

5
 

4
 

代
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3

発
掘
機
関

一
九
九
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1995年出土の木簡

が
一
•

四
m
の
隅
丸
方
形
の
土
坑
で
、
深
さ
は

0
•

六
m
あ
る
。
飛
鳥
＞
の
上

器
を
伴
出
す
る
。

西
方
官
術
南
地
区
（
第
七
九

・
八
0
次
調
査
）

第
七
九
次
調
査
は
保
育
所
建
設
に
伴
う
事
前
調
査
、
そ
の
西
で
実
施
し
た
第

八
0
次
調
壺
は
宅
地
造
成
に
伴
う
事
前
調
査
で
あ
る
。
調
査
面
積
は
一
―
――
ニ

O
2
m
と
一
七
八
〇
吋
で
あ
る
。
以
下
あ
わ
せ
て
記
述
す
る
。

調
査
地
は
、
藤
原
宮
の
西
面
南
門
か
ら
東
に
向
か
う
宮
内
道
路
が
、
南
面
西

門
か
ら
北
に
向
か
う
宮
内
道
路
に
交
差
す
る
地
点
の
西
北
部
に
位
置
す
る
。

検
出
し
た
遺
構
は
、
①
弥
生
時
代
、
②
古
墳
時
代
、
③
藤
原
宮
直
前
期
、
④

藤
原
宮
期
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
③
な
い
し
④
に
属
す
る
遺
構
と
し
て
は
、

道
路
側
溝
二
条
、
掘
立
柱
塀
五
条
、
掘
立
柱
建
物
二
棟
、
井
戸
四
基
、
土
坑
二

基
な
ど
が
あ
る
。
今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
、
西
面
南
門
の
東
北
方
に
、
新
た
に

掘
立
柱
塀
に
よ
る
区
画
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
規
模
は
東
西
五
八
・

八
m
(

―
10
0

尺
）
南
北
六
0

•

五
m
(

―
10
五
尺
）
で
あ
る
。

木
簡
が
出
土
し
た
の
は
、
区
画
内
の
東
南
隅
近
く
の
井
戸
S
E
八
四
三
一
か

ら
一
点
（
第
七
九
次
）
と
、
区
画
西
外
側
の
土
坑

s
k八
四
七
一
か
ら
一
九
二

井
戸
S
E

八
四

一――
一
は
、
掘
形
の
開
口

部
が
直
径
二

•

四
m
の
円
形
で
、
上

か
ら
一

m
の
と
こ
ろ
か
ら
下
は
一
辺
一

・
五
m
の
方
形
と
な
る
。
深
さ
は

一
・

八
m
あ
る
。
井
戸
枠
は
隅
柱
溝
落
と
し
込
み
横
板
組
で
、
木
簡
は
こ
の
井
戸
枠

内
の
埋
土
中
で
南
西
の
隅
柱
に
斜
め
に
立
て
か
け
た
よ
う
な
状
態
で
出
士
し
た
。

点
（
う
ち
削
屑

一
九
一
点
）
で
あ
る
（
第
八
0
次）。

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
口
絵
写
真
及
び
左
図
の
と
お
り
、
符
録
を
四
種
記
す
が
、

木
簡
田
の
丁
酉
年
は
文
武
天
皇
元
年
（
六
九
七
）
に
相
当
す
る
。

木
簡
②
は
、
下
端
の
両
側
に
切
り
込
み
を
も
つ
形
で
あ
る
が
、
右
辺
の

ニ
カ

所
に
孔
を
穿
っ
て
お
り
、
元
来
は
折
敷
の
底
板
で
あ
っ
た
も
の
を
木
簡
に
転
用

(3) 

雀
部
若

土
坑

s
k
八
四
七

(2) 

乎
其

（
符
録
）
鬼
小
（
符
録
）
今

「

く
」

3
8
8
 X
 5
3
 x
 
6
 

0
3
2
 *
 

井
戸
S
E
八
四

西
方
官
衛
南
地
区
（
第
七
九

・
八
0
次
調
査
）

(1) 

「
＜
丁
酉
年

□

月
口
丁
J
L
<

(
1
7
9
)
 

x
 
3
1
 

x
 
4
 

0
3
1
 

土
坑

s
k
八
五
四
五

内
裏
東
官
栃

・
東
方
官
術
北
地
区
（
第
七
八
次
調
査
）

8
 
木
簡
の
釈
文

・
内
容

期
に
属
す
る
と
考
え
て
い
る
。

木
簡
の
他
に
多
最
の
土
器
、
木
製
品
が
出
上
し
た
。

0
 9
1
 

s
k八
四
七
一
は
直
径
四
・
六

m
深
さ
一
・
三

m
の
す
り
鉢
状
の
土
坑
で
、

木
簡
が
出
土
し
た
遺
構
は
、
伴
出
遺
物
な
ど
か
ら
、
と
も
に
③
藤
原
宮
直
前

井
戸
廃
棄
後
の
埋
め
立
て
の
際
に
投
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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今
美

こ
れ
ま
で
に
出
土
し
た
呪
符
木
簡
に
は
類
例
は
な
い
。
た
だ
し
、
冒
頭
の
符
録

に
つ
い
て
は
、
中
国
宋
代
の
「
天
原
発
微
」
に
類
例
が
見
ら
れ
る
。
同
書
で
は

こ
の
符
録
を
「
羅
堰
」
と
し
、
「
九
星
在
牽
牛
東
、
理
水
源
、
為
灌
漑
之
渠
」

と
注
記
し
て
い
る
。
図
形
は
記
さ
な
い
が
、
羅
堰
に
つ
い
て
は
「
隋
書
」
天
文

志
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
り
、
七
世
紀
に
遡
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
本
呪
符
木

簡
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
十
分
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
羅
堰
を
手
が
か
り

に
す
れ
ば
、
井
戸
な
い
し
水
の
祭
祀
に
関
わ
る
と
言
え
よ
う
。

同
『
飛
鳥
•
藤
原
宮
発
掘
調
壺
出
土
木
簡
概
報
―
二
』
(
-
九
九
六
年
）

九
六
年
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「
飛
鳥
•
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
報
」
二
六
(
-
九

9

関
係
文
献

（
寺
崎
保
広
）

(2) 
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